
 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 3号機における高経年化対策に関する 

原子炉施設保安規定の変更認可申請書の補正について 

 

2023 年 4 月 10 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

当所 3号機（沸騰水型軽水炉、定格電気出力 110 万キロワット）は 2023 年 8 月 11 日

に営業運転から 30 年が経過するため、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
＊1」ならびに「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（原子力規制委

員会制定）＊2」に基づき、高経年化技術評価＊3を行いました。 

 その評価結果に基づき長期施設管理方針＊4を策定し、2022 年 8 月 9 日に原子力規制委

員会に長期施設管理方針の策定に係る原子炉施設保安規定の変更認可申請書を提出しま

した。 

（2022 年 8 月 9 日お知らせ済み） 

 

 その後、炭素鋼配管の腐食に関する耐震安全性評価の解析値の一部（1箇所）に誤り

を確認したため、2022 年 9 月 15 日に原子力規制庁に報告を行いました。 

 また、本誤りを受けて評価書の再調査を実施したところ、設備情報の誤り（転記ミス

18 箇所）及び設備情報の訂正が必要となる箇所（131 箇所）の計 150 箇所の誤りを確認

したため、2022 年 12 月 21 日に原子力規制庁に報告を行いました。 

 

この度、評価書の記載誤りの訂正に加え、審査会合等における議論を反映し、本日、

原子力規制委員会に補正書を提出しましたので、お知らせします。 

 

今後、根本に立ち返った原因分析及び対策を取りまとめ、審査会合等でしっかりとご

説明してまいります。 

 

【主な補正内容】 

 ・記載内容の適正化 

 ・2 号機の設備情報から 3号機の設備情報に訂正 

 ・評価書の記載誤りに対する原因深掘り結果の反映 

 

以 上 



 
 

 

＊1 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

   発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過していない発電用原

子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後三十

年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保

する上で重要な機器及び構造物等に経年劣化に関する技術的な評価（高経年化技術

評価）を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施

設についての施設管理に関する方針（長期施設管理方針）を策定しなければならな

い。 

（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 82 条第 1項） 

 

＊2 実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド 

   発電用原子炉設置者が高経年化対策として実施する高経年化技術評価および長期

施設管理方針に関することについて、基本的な要求事項を規定するもの。 

   ・高経年化技術評価の実施及び見直し 

   ・長期施設管理方針の策定及び変更 

   ・長期施設管理方針の保安規定への反映等 

   ・長期施設管理方針に基づく施設管理 

 

＊3 高経年化技術評価 

   原子力発電所の安全上重要な機器・構造物に発生しているか、または発生する可

能性のあるすべての経年劣化事象の中から、高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象を抽出し、これに対する機器・構造物の健全性について評価を行うとともに、現

状の施設管理が有効かどうかを確認し、必要に応じ、追加すべき保全策を抽出する

こと。 

 

＊4 長期施設管理方針 

   高経年化技術評価結果に基づき抽出された、今後 10 年間に行う施設管理項目およ

び実施時期をとりまとめたもの。 

 

 


